
        

 鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２２日 

   

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第３０号 

鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項

及び第２２８条第１項の規定に基づき、鳥取市立地区公民館の設置及び管理並びに

使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 鳥取市自治基本条例（平成２０年鳥取市条例第２５号）の理念に基づく市民

と市による参画と協働のまちづくりを推進し、豊かな地域社会の創造、社会教育や

生涯学習活動の推進及び福祉その他の公益の増進を図ることを目的として、学びの

成果を生かした住民主体のまちづくりの拠点となる鳥取市立地区公民館（以下「地

区公民館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 地区公民館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（事業） 

第４条 地区公民館は、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 住民主体によるまちづくりの支援及び住民自治の向上に関すること。 



        

⑵ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２２条に規定された事業その他生

涯学習に関すること。 

⑶ その他市長が必要と認める事業に関すること。 

（職員） 

第５条 地区公民館に館長その他必要な職員を置く。 

（使用の許可等） 

第６条 地区公民館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、地区公民館

の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。 

（使用の許可の基準） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地区公民館の使用を許可し

ないものとする。 

⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

⑵ 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認め

るとき。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。 

⑷ 前３号に掲げるときのほか、地区公民館の管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第８条 地区公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第２

に定める使用料を納付しなければならない。ただし、営利を目的としない団体又は

個人が地域活動又は社会教育活動で使用する場合は、無料とする。 

２ 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する

場合の使用料は、後納することができる。 

（使用料の減免） 



        

第９条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（使用料の不返還） 

第１０条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。 

⑴ 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。 

⑵ 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると

認めるとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第１１条 使用者は、地区公民館を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用

の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（使用の許可の取消し等） 

第１２条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、地区公民館の

使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。 

⑴ この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

⑵ この条例の規定に基づく処分に違反したとき。 

⑶ 使用の許可の条件に違反したとき。 

⑷ 前３号に掲げるときのほか、地区公民館の管理上支障がある行為をし、又はそ

のおそれがあると認めたとき。 

（行為の制限等） 

第１３条 地区公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為 

⑵ 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為 

⑶ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為 

⑷ 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等を掲示又は配布する行為 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、地区公民館の管理上支障があると認められる行為 



        

２ 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は

地区公民館からの退去を命ずることができる。 

（原状回復の義務） 

第１４条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければなら

ない。 

（損害賠償） 

第１５条 使用者は、地区公民館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した場合

において前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定した損害額を賠償し

なければならない。 

２ 第１２条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害につ

いては、市は賠償の責めを負わない。 

（職員の立入り） 

第１６条 使用者は、地区公民館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒

むことができない。 

（罰則） 

第１７条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第８条の使用料の全部又は一部の

徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に

相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料を科するこ

とができる。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、５万円以下

の過料を科することができる。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



        

（鳥取市公民館条例の廃止） 

２ 鳥取市公民館条例（昭和３５年鳥取市条例第１５号）は、廃止する。 

（準備行為） 

３ 使用の許可の申請その他地区公民館の事業の実施について必要な準備行為は、こ

の条例の施行前においても行うことができる。 

別表第１（第３条関係） 

名称 位置 

鳥取市立久松地区公民館 鳥取市東町三丁目 

鳥取市立醇風地区公民館 鳥取市西町五丁目 

鳥取市立遷喬地区公民館 鳥取市本町一丁目 

鳥取市立修立地区公民館 鳥取市吉方町一丁目 

鳥取市立日進地区公民館 鳥取市吉方温泉一丁目 

鳥取市立富桑地区公民館 鳥取市行徳三丁目 

鳥取市立明徳地区公民館 鳥取市行徳一丁目 

鳥取市立美保地区公民館 鳥取市吉成二丁目 

鳥取市立美保南地区公民館 鳥取市叶 

鳥取市立稲葉山地区公民館 鳥取市卯垣五丁目 

鳥取市立岩倉地区公民館 鳥取市立川町六丁目 

鳥取市立面影地区公民館 鳥取市桜谷 

鳥取市立津ノ井地区公民館 鳥取市桂木 

鳥取市立米里地区公民館 鳥取市古郡家 

鳥取市立倉田地区公民館 鳥取市八坂 

鳥取市立若葉台地区公民館 鳥取市若葉台南二丁目 

鳥取市立神戸地区公民館 鳥取市下砂見 

鳥取市立大和地区公民館 鳥取市倭文 



        

鳥取市立美穂地区公民館 鳥取市朝月 

鳥取市立東郷地区公民館 鳥取市西今在家 

鳥取市立大正地区公民館 鳥取市古海 

鳥取市立豊実地区公民館 鳥取市野坂 

鳥取市立明治地区公民館 鳥取市松上 

鳥取市立松保地区公民館 鳥取市布勢 

鳥取市立湖南地区公民館 鳥取市吉岡温泉町 

鳥取市立末恒地区公民館 鳥取市伏野 

鳥取市立湖山地区公民館 鳥取市湖山町北一丁目 

鳥取市立湖山西地区公民館 鳥取市湖山町西一丁目 

鳥取市立賀露地区公民館 鳥取市賀露町南五丁目 

鳥取市立城北地区公民館 鳥取市青葉町三丁目 

鳥取市立千代水地区公民館 鳥取市商栄町 

鳥取市立浜坂地区公民館 鳥取市浜坂四丁目 

鳥取市立中ノ郷地区公民館 鳥取市覚寺 

鳥取市立宮下地区公民館 鳥取市国府町宮下 

鳥取市立谷地区公民館 鳥取市国府町糸谷 

鳥取市立成器地区公民館 鳥取市国府町中河原 

鳥取市立大茅地区公民館 鳥取市国府町栃本 

鳥取市立あおば地区公民館 鳥取市国府町新町二丁目 

鳥取市立福部地区公民館 鳥取市福部町細川 

鳥取市立河原地区公民館 鳥取市河原町長瀬 

鳥取市立国英地区公民館 鳥取市河原町山手 

鳥取市立八上地区公民館 鳥取市河原町曳田 

鳥取市立散岐地区公民館 鳥取市河原町佐貫 



        

鳥取市立西郷地区公民館 鳥取市河原町牛戸 

鳥取市立用瀬地区公民館 鳥取市用瀬町用瀬 

鳥取市立大村地区公民館 鳥取市用瀬町鷹狩 

鳥取市立社地区公民館 鳥取市用瀬町宮原 

鳥取市立瑞穂地区公民館 鳥取市気高町下坂本 

鳥取市立宝木地区公民館 鳥取市気高町宝木 

鳥取市立逢坂地区公民館 鳥取市気高町山宮 

鳥取市立浜村地区公民館 鳥取市気高町浜村 

鳥取市立酒津地区公民館 鳥取市気高町酒津 

鳥取市立鹿野地区公民館 鳥取市鹿野町鹿野 

鳥取市立勝谷地区公民館 鳥取市鹿野町宮方 

鳥取市立小鷲河地区公民館 鳥取市鹿野町小別所 

鳥取市立日置地区公民館 鳥取市青谷町山根 

鳥取市立日置谷地区公民館 鳥取市青谷町奥崎 

鳥取市立勝部地区公民館 鳥取市青谷町紙屋 

鳥取市立中郷地区公民館 鳥取市青谷町亀尻 

鳥取市立青谷地区公民館 鳥取市青谷町青谷 

別表第２(第８条関係) 

使用面積 

使用料（１時間につき） 

午前８時３０分から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後１０時まで 

４５平方メートル以下の場合 １５０円 ３００円 

４５平方メートルを超え 

８５平方メートル以下の場合 
３００円 ６００円 



        

８５平方メートルを超え 

１５０平方メートル以下の場合 
５００円 １，０００円 

１５０平方メートルを超える場合 ７００円 １，４００円 

調理実習室 ３００円 ６００円 

備考 

１ １時間未満は、１時間とする。 

２ 「使用面積」とは、使用させる部屋の面積をいい、使用料は当該部屋ごと

に算定する。 

３ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の１０割増の額と 

する。 

４ 冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の５割の額とする。 

５ 調理実習室における使用料の内訳にはガス、水道代等を含むものとする。 

６ この表の規定により計算して得た額に１０円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた額とする。 

 


